
【新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料)】　4年度の減免申請の受付は終了しました。5年度の減免
措置はありません。　▶︎国民健康保険課資格係 TEL （5246）1252、後期高齢者保険係 TEL （5246）1491、介護保険課資格・保険料担当 TEL （5246）1246・1242

2　令和5（2023）年6月5日 広報 区の世帯と人口 130,922世帯（前月比＋799世帯）世帯数 209,568人（前月比＋744人）人口  【5月1日現在】
※住民基本台帳による

〜あなたは個性と能力を十分に発揮できていますか〜
6月23〜29日は男女共同参画週間です

相談の種類 こころと生きかたなんでも相談（要予約） 女性弁護士による法律相談（要予約）

内容 女性カウンセラーによる、自分の生き方や身近な人間関係・ハラスメン
ト・パートナーからの暴力・性的指向および性自認などに関する相談 離婚や親権、相続などの法律相談

相談日時
火・土曜日午前10時～午後4時、水・木曜日午後5時～9時
※火・土曜日は託児（1歳以上の未就学児）あり
※オンライン（Zoom）相談は火・土曜日のみ

第2水曜日午後1時～4時
第3木曜日午前10時～午後1時
第4火曜日午後4時～7時

相談方法 面接（女性のみ）、電話・オンライン（Zoom）※1回50分以内 面接または電話（女性のみ）※1回50分以内
申込み・問合せ 男女平等推進プラザ TEL（5246）5819（午前9時～午後5時）日曜日、第1・3・5月曜日（祝日の場合は翌日）を除く

「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日の６月23日から
の１週間を「男女共同参画週間」とし、男女共同参画社会基
本法の目的や基本理念について、理解を深めることを目指し
ています。
●男女共同参画週間パネル展
　男女共同参画週間にあわせて、下記の期間にパネル展を開
催します。 
▷期間　6月23日㈮～29日㈭
▷場所　生涯学習センター１階アトリウム

●男女平等推進プラザ「はばたき21」
　生涯学習センターの４階にある男女平等を推進するための区の拠点施設
です。 
　講座の実施や男女平等に関する図書の提供、相談事
業の実施のほか、男女平等を進める活動をしている個
人や団体の活動・交流支援などを行っています。 
●男女平等推進団体登録制度
　男女平等社会の実現を目指し活動する団体への支援
を目的に、男女平等推進団体の登録制度があります。

◆はばたき21相談室◆

問合せ 男女平等推進プラザ
TEL（5246）5816

旧下谷小学校の校舎見学会および物品の譲渡について

お知らせ

4年度の指定管理者施設管理
評価の結果をお知らせします  

▷評価の目的　公の施設としての目的を
果たしつつ、サービスの向上や管理運
営の効率化等、制度の目的を達成して
いるかを毎年度評価しています。 
▷評価の手順　4年4月1日時点において

指定管理者制度を適用する施設（55施
設）のうち、指定期間の初年度と最終
年度を除いた46施設（指定管理者が継
続指定されている場合は、指定期間の1
年目にあたる施設も含む）を対象に、

各施設の所管課が評価シートを作成し、
全体的な視点から事務局がヒアリング
を行い、区の評価として確定します。
▷評価の結果　施設ごとに、「管理の適正

性」「事業の運営」「施設の維持管理」「サ
ービス向上の取組み」「収入支出」「優
れた取組み」の6つの観点から評価し、
これらを踏まえて総合評価を行います。
4年度の区の評価結果は、下表のとおり
です。

［区の評価結果］
総合評価 施設数

極めて良好 　5施設
良好 40施設
適正 　1施設

改善指示 　0施設
46施設

　また、第三者評価機関による評価結果
については、評価実施施設ごとに公表し
ます。
　区民の皆さんからご意見をいただき、
今後の施設運営に活かしていくため、
評価の結果を区HPで公表しています。
▷問合せ　経営改革担当　
　 TEL（5246）1013

ストップ！ヘイトスピーチ  

　特定の民族や国籍の人々を排斥する不当
な差別的言動は許されません。区では、区
民や区有施設の利用者に対する啓発を行っ
ています。
　私たち一人ひとりが不当な差別的言動の
解消の必要性に対する理解を深め、差別の

　旧下谷小学
校の解体にと
もない、見学
会の開催およ
び物品の譲渡
を行います。
来場した方に
は記念ポストカードを差し上げます（なく
なり次第終了）。駐車場および駐輪場はあ
りませんので、公共交通手段でお越しくだ
さい。
●見学会
▷日時　7月21日㈮・22日㈯午前10時～

午後4時、23日㈰午前10時～午後3時
●校舎お別れ会
　旧下谷小学校校舎お別れ会実行委員会に

よる、卒業生を対象としたお別れ会を開催
します。
▷日時　7月23日㈰午前10時
※約30分の予定です。
※詳しくは、区HPをご確

認ください。

●旧下谷小学校で使用されていた物品の
譲渡を行います
▷譲渡する物品　

学習机天板、工
作椅子、剣道練
習用スタンド

※物品について詳
しくは、区HP
または右記問合

せ先にある「譲渡物品一覧表」でご確
認ください。
▷申込方法　下記問合せ先へ「旧下谷小

学校物品譲受申込書兼受領書」（区HP
または下記問合せ先で入手可）を、フ
ァクス、郵送または直接持参

※申込み多数の場合は抽選
▷申込期間　6月12日㈪午前9時～7月

11日㈫午後5時
▷物品譲渡日時　7月21日㈮午前10時～

午後4時
▷申込み・問合せ　〒110−8615
　台東区役所地域整備第一

課（区役所5階⑤番）
　 TEL（5246）1368　
　 FAX（5246）1359　

ない社会を築いていきましょう。
▷問合せ　人権・多様性推進課 
　 TEL（5246）1116

「台東区ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業」を募集します

　働きやすい職場づくりや、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現に向けた取り組み
を行う企業を認定し、その取り組みを応
援します。申請企業には、希望によりコ
ンサルタントを無料で派遣します（最大5
回まで）。
▷対象　①区内に本社または主たる事業所

があり、常時雇用する従業員が300人
以下の企業、一般社団法人および一般
財団法人等　②労働関係法令を遵守し
ている　③労働基準法第36条の規定に
該当する場合は、書面による協定をし、
これを行政官庁に届出をしている

　④就業規則等の内容が、育児・介護休業
法の法定基準を満たしている
▷認定期間　2年間
▷認定によるメリット　①区HP等で、認

定企業をPR　②ワークライフバランス
資金（中小企業融資のあっせん）の利
用が可能　③認定マークの使用が可能

　④ワーク・ライフ・バランスに関する講
座等のお知らせ
▷申込方法　申請書（電話で下記問合せ先

へ請求、区HPからダウンロード可）、就
業規則の写し等を下記問合せ先へ郵送
か持参
▷申請受付期間　6月20日㈫～8月31日㈭
▷問合せ　男女平等推進プラザ（生涯学習

センター4階）
　 TEL（5246）5816

副区長
荒川　聡一郎

区議会 議長・副議長、監査委員が決まりました
　5月16日に開かれた区議会臨時会で、議長・副議長の選出と議会選出の監査委員の選任同意が行われ、
次のとおり決まりました（敬称略）。

議長
髙森　喜美子

（台東区議会自由民主党）

副議長
小坂　義久

（台東区議会公明党）

監査委員
拝野　健

（台東区議会自由民主党）

副区長が選任されました
　5月16日に開かれた同臨時会で、副区長の選任同意が行われ、
5月19日付で就任しました。

副区長
野村　武治


